
 9-1  公害健康被害の補償等に関する法律による被認定者数の推移 

                                                     (各年度末現在) 

  （注）１．法改正により、昭和63年３月以降の新規認定は行われていない。 

        ２．被認定者数の増減は、治癒、死亡、転出入等による。 

 

         年 度 

 地 域 

 
  平 ８ 

 
  平 ９ 

 
  平１０  

 
  平１１  

 
  平１２  

 大 阪 市  全 域    12,967人    12,342人    11,815人    11,216人    10,718人 

  豊 中 市  南 部       369       348       327       315       299 

  堺  市  西 部     3,024     2,907     2,813     2,727     2,583 

  吹 田 市  南 部       353       336       325       310       297 

  守 口 市  全 域     2,018     1,942     1,848     1,755     1,686 

  東大阪市  中西部     2,410     2,291     2,237     2,123     2,000 

  八 尾 市  中西部     1,260     1,209     1,176     1,139     1,103 

         計    22,401    21,375    20,541    19,585    18,686 


